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はじめに  
○ 教科書は，各教科等の学習における主たる教材として法律による使用義務が課せられ，

基礎的・基本的な教育内容の履修を保障するものである。これからも学校教育において重

要な役割を果たしていくものであり，児童生徒の学習の充実のため，社会の変化にも対応

しながら，常により良いものとなるよう改善していくことが必要である。 

 

○ 平成 29 年～31 年には学習指導要領が改訂1され，「主体的・対話的で深い学び」の視点

からの授業改善を通して，豊かな創造性を備えた持続可能な社会の創り手を育成する観

点も踏まえ，児童生徒に生きる力を育むことが各学校に求められることとなった。また，イン

クルーシブ教育システムの構築を推進する上でも，特別な配慮を必要とする児童生徒等が

教科書の内容にアクセスできる環境を実現することが重要である。 

 

○ 新学習指導要領の総則においては，ICT（情報通信技術）環境を整備する必要性が規定

されるなど，教育の情報化の重要性が一層増しており，これまで紙によるものを前提として

いた教科書についても，「教科書への ICT の活用の在り方」という観点から学習者用デジタ

ル教科書について検討が行われ2，2019 年度から，一定の基準の下で，必要に応じ，紙の

教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用できる制度が実施されることとなった。 

 

○ 教育の情報化の進展に伴い，大型提示装置（プロジェクタや電子黒板等），学習者用コ

ンピュータ，デジタル教材などの ICT が日々の授業風景に当たり前に溶け込みつつあるが，

昨今，教育における人工知能（AI），ビッグデータ等の新しいテクノロジーを活用したあらゆ

る取組（いわゆる「EdTech」）の活用が推進されるなど，より一層多様な ICT を活用する機会

が増えている。さらに，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，世の中全体のデジタ

ル化が促進されており，学校教育もその例外ではなく，現在，GIGA スクール構想による児

童生徒１人１台端末環境が早期に実現することが見込まれている。 

 

○ このような流れの中で，各教科等の学習における主たる教材である教科書についても学

習者用デジタル教科書として ICT の特性・強み3が生かされることにより，学習者用デジタル

教科書をプラットフォームとして多様な ICT を関連付けて捉え，授業全体の流れの中で紙

とデジタルを適切に組み合わせることで，授業研究・指導計画の充実や見直しのきっかけと

なることが期待される。  

                                                   
 
1 小学校学習指導要領（平成 29 年告示），中学校学習指導要領（平成 29 年告示），高等学校学習指導要領（平成 30 年告

示），特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年告示），特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31 年告

示）。 
2 「『デジタル教科書』の位置付けに関する検討会議 最終まとめ」（平成 28 年 12 月） 
3 「ICT の特性・強みとしては，①多様で大量の情報を収集，整理・分析，まとめ表現することなどができ，編集・再利

用が容易であること，②時間や空間を問わずに，音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制

約を超えること，③距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりとりができるという，双方向性を有することが挙

げられる。」（「学校における ICT 環境整備の在り方に関する有識者会議 最終まとめ」（平成 29 年８月）） 



  
 

2 

１．ガイドラインの趣旨等  
○ 本ガイドラインは，学校教育法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 39 号）等の

公布・施行4及び学校教育法第 34 条第２項に規定する教材の使用について定める件の一

部を改正する件（令和３年文部科学省告示第 55 号）5を受け，学校・教育委員会等が学習

者用デジタル教科書の導入を検討し，また，実際に使用する際に参考となるよう，その効果

的な活用の在り方や，導入に当たっての留意点等について，実践事例の調査研究結果等

も踏まえ，有識者による検討の成果をまとめたものである。 

 

○ 本ガイドラインを参考としながら，各学校・教育委員会や個々の教師が，それぞれ創意工

夫を生かし，児童生徒の学習を充実させたり，教科書の内容へのアクセシビリティを高めた

りするための道具の一つとして学習者用デジタル教科書を活用することを目指す。 

 

○ なお，本ガイドラインとともに，「学習者用デジタル教科書実践事例集」6も参照し，具体的

な授業場面における学習者用デジタル教科書の効果的な活用方法等について理解を深

めることが望ましい。 

 

○また，本ガイドラインは学習者用デジタル教科書を対象とするものであるが，学習者用デジ

タル教科書は，学習者用コンピュータを始め他の ICT とともに活用されるものである。ICT

環境整備に関する手引きや，ICT 活用に関する実践事例集などについては，これまでに多

くの蓄積があり，必要に応じてこれらも活用することが望ましい7。 

 
２．学習者用デジタル教科書の制度概要8  

（１）学習者用デジタル教科書に関する法令改正の概要 
○ 紙の教科書は，各教科等の学習における主たる教材として，基礎的・基本的な教育内容

の履修を保障するものであり，法令上，他の教材とは異なる以下のような位置付けを有して

いる。 

①  各学校において使用しなければならないこと。 

②  文部科学大臣による検定を経る必要があること。 

③  義務教育段階においては児童生徒に対して無償で給与されること。 

④  国から教科書発行者に対して，発行の指示，定価の認可等が行われること。 

⑤  著作・編集等に当たって，著作権の権利制限が認められていること。 
 

                                                   
 
4 法律の公布は 2018 年６月１日，省令・告示の公布は 2018 年 12 月 27 日。施行は 2019 年４月１日。 
5 従来，学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の２分の１に満たないこととする基準があったところ，

当該基準を撤廃したもの。公布は 2021 年３月 26 日，施行は 2021 年４月１日。 
6 2019 年 3 月作成，2021 年 3 月一部追補。 
7 関連資料参照。 
8 学習者用デジタル教科書関係法令については，附属資料参照。 
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○ 平成 30 年の学校教育法等の一部改正等においては，学習者用デジタル教科書を制度

化するための規定が整備されたが，上記のような紙の教科書の位置付けに変更はなく，従

来どおり，紙の教科書は学校教育において重要な役割を果たしている。 

 

○ 学習者用デジタル教科書の制度化に当たっては，学校における教科書及び教材の使用

について規定する学校教育法第 34 条等の一部が改正され，新学習指導要領を踏まえた

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や，障害等により教科書を使用して

学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため，一定の基準の下で，必要に応じ，

紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することができることとなった。 

 

○ さらに，令和２年７月より開催している「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会

議」（以下「検討会議」という。）において，学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授

業時数の２分の１に満たないこととする基準の見直しについての議論がなされ，撤廃の方

向性が取りまとめられた9。これを踏まえ，児童生徒の健康に関する留意事項について周

知・徹底を図り，必要な対応方策を講じるとともに，ICT の活用に係る教師の指導力の向上

のための施策等を講じていくことを前提として，デジタル教科書の活用の可能性を広げて

児童生徒の学びの充実を図るために，学校教育法第 34 条第２項に規定する教材の使用

について定める件の一部改正を行った。これにより，学習者用デジタル教科書を各教科等

の授業時数の制限なく使用することが可能となった。なお，これは学習者用デジタル教科

書を各教科等の授業時数の２分の１以上において必ず使用しなければならないということ

を意味するものではなく，あくまでも必要に応じて学習者用デジタル教科書をより有効に使

用できる環境を整えるための措置である。 

 
（２）学習者用デジタル教科書の定義 

○ 平成 30 年の学校教育法等の一部改正等により制度化された学習者用デジタル教科書

は，紙の教科書と同一の内容がデジタル化された教材であり，教科書発行者が作成するも

                                                   
 
9 「学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の２分の１に満たないこととする基準の見直しについて」（令

和２年 12 月，デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議） 
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のである10。このため，動画・音声やアニメーション等のコンテンツは，学習者用デジタル教

科書に該当せず，これまでの学習者用デジタル教材と同様に，学校教育法第 34 条第４項

に規定する教材（補助教材）であるが，学習者用デジタル教科書とその他の学習者用デジ

タル教材を組み合わせて活用し，児童生徒の学習の充実を図ることも想定される。 

 

○ 近年，大型提示装置において主に教師が補助教材として提示して使用する指導者用デ

ジタル教科書（教材）の普及が進んでいるが，学習者用デジタル教科書は，指導者用デジ

タル教科書（教材）とは異なり，学習者用コンピュータにおいて児童生徒一人一人が使用

するものである。 

 

○ また，教科用特定図書等11である音声教材や PDF 版拡大図書については，学習者用デ

ジタル教科書に該当しないが，特別な配慮を必要とする児童生徒等の様々な学習ニーズ

を満たすため無償提供されており，年々その需要が高まっている。 

 

＜紙の教科書や学習者用デジタル教科書等の概念図＞ 

 

（３）学習者用デジタル教科書の制度化の内容 
○ 教育の情報化の進展に伴い，各学校においては，既に様々な学習者用デジタル教材を

児童生徒が補助教材として活用しているが，令和元年度の学習者用デジタル教科書の制

度化により，次のとおり，一定の基準の下で，必要に応じ，紙の教科書に代えて学習者用

デジタル教科書を使用できることとなった12。 

①  新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

など，児童生徒の学習を充実させるために，教育課程の一部において，紙の教科書

に代えて学習者用デジタル教科書を使用できる。 

                                                   
 
10 紙の教科書の内容の全部（電磁的記録に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。）をそのまま記録した電

磁的記録である教材（学校教育法第 34 条第２項及び学校教育法施行規則第 56 条の５）。著作権法（昭和 45 年法律第

48 号）第 33 条の２，学校教育法施行規則第 56 条の５では，「教科用図書代替教材」との略称が用いられているが，本

ガイドラインでは「学習者用デジタル教科書」としている。 
11 教科用特定図書等については文部科学省ホームページ参照。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/1371719.htm 
12 学習者用デジタル教科書の使用に当たって満たすべき基準は，「学校教育法第 34 条第２項に規定する教材の使用につ

いて定める件」（平成 30 年文部科学省告示第 237 号）及び一部改正告示に規定されている（附属資料参照）。 
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②  特別な配慮を必要とする児童生徒等13に対し，文字の拡大や音声読み上げ等によ

り，その学習上の困難の程度を低減させる必要がある場合には，教育課程の全部に

おいても，紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用できる。 
    なお，①については前述の告示改正により，令和３年度から，学習者用デジタル教科書

を各教科等の授業時数の制限なく使用することが可能となっている。 

 
○ 学習者用デジタル教科書について，その使用の効果・影響や，効果的な活用の在り方及

び留意点を明らかにするため，令和元年度の制度化以降，実証研究を進めている。さらに，

検討会議において学習者用デジタル教科書の今後の在り方について議論されているとこ

ろであるが，学習者用デジタル教科書の活用により，児童生徒の「主体的・対話的で深い

学び」の充実を図る観点から，必要に応じて紙の教科書と学習者用デジタル教科書を適切

に組み合わせた授業を行えるよう，その普及促進を図っている14。 

 

○ なお，採択に関しては，各教育委員会等において，これまでどおり，紙の教科書について

採択を行うこととなる。また，義務教育諸学校については，紙の教科書が無償給与され，学

習者用デジタル教科書は無償給与されない。 

 

○ 学習者用デジタル教科書は，紙の教科書と異なり，その使用が義務付けられるものでは

ない。このため，各学校において，児童生徒の学習の充実等を図るために，地域や学校及

び児童生徒の実態等に応じて，使用するかどうか，どのように使用するかについて判断す

ることとなる。この際，教育委員会は，所管の学校における学習者用デジタル教科書の使

用について，必要に応じて届出や承認により関与することとなる15。 

 

＜紙の教科書・学習者用デジタル教科書・その他補助教材と関連制度＞ 
 使用義務 無償給与 検定制度 地教行法 

第 33 条第２項 

紙の教科書 

（学校教育法第 34 条

第１項） 

○ 

（学校において

使用しなければ

ならない） 

○ 

（義務教育段階 

に限る） 

○ × 

学習者用 × × × ○ 

                                                   
 
13 「特別な配慮を必要とする児童生徒等」とは，具体的には，視覚障害や発達障害等の障害，日本語指導が必要なこと（日

本語に通じないこと），これらに準ずるもの（色覚特性や化学物質過敏症等）により紙の教科書を使用することが困難

な児童生徒をいう。 
14 特別な配慮を必要とする児童生徒等が，教育課程の全部において，紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使

用する場合であっても，引き続き，紙の教科書を用意しておくことが必要である。これは，障害等による学習上の困難

は個々の児童生徒によって異なるため，学習者用デジタル教科書のみを使用した場合に教師の期待どおりの効果が得

られない場合や，機器の不調等によって教育上何らかの支障が生じる恐れがあり，その場合には，紙の教科書を使用で

きるようにすることが必要となるためである。 
15 「（略）教育委員会は，学校における教科書以外の教材の使用について，あらかじめ，教育委員会に届け出させ，又は

教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする」（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和 31 年法律第 162 号）第 33 条第２項）。 
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デジタル教科書 

（学校教育法第 34 条

第２・３項） 

（紙の教科書に

代えて使用でき

る） 

（紙の教科書と 

同一内容である

ため改めて検定

は行わない） 

その他補助教材

（紙・デジタル） 

（学校教育法第 34 条

第４項） 

× 

（有益適切なもの

は使用できる） 

× × ○ 

 
（４）学習者用デジタル教科書に関する著作権法の改正 

○ 学習者用デジタル教科書の制度化に当たり，著作権法の一部が改正され，「学習者用デ

ジタル教科書掲載補償金制度」（著作権法第 33 条の２）が創設された。本制度では，紙の

教科書に掲載された著作物について，学習者用デジタル教科書の発行者による補償金の

支払を条件に，学習者用デジタル教科書への掲載とともに，その供給16や学校現場での使

用に伴った公衆送信（インターネットを介した送信等）などの掲載後の利用行為を可能とし

ている。そして，掲載時において教科書発行者から権利者に対して，掲載後の利用行為

（学校現場における公衆送信を含む）の対価を含む補償金が一括して支払われる仕組み

であるため，学校現場での使用に伴った学習者用デジタル教科書の公衆送信について，

改めて学習者用デジタル教科書掲載補償金を支払うことは不要であり，後述の「授業目的

公衆送信補償金」（著作権法第 35 条）の支払いも不要である。 

 

○ 一方，本制度はあくまで学習者用デジタル教科書をその本来の目的で使用することに伴

った著作物の利用を認めるものであり，例えば，以下の場合における利用については本制

度（著作権法第 33 条の２）が適用されない。（なお，授業目的公衆送信補償金制度（著作

権法第 35 条）等の規定が適用される場合もありうる。）17 

・学習者用デジタル教科書に掲載された一部の作品や写真等を抜粋して別途教材を作成

したり，その教材を学習者に向けて配信したりするなど，「学習者用デジタル教科書の使用」

と言えないような場合 

・学習者用デジタル教科書と一体的に使用されているデジタル教材，指導者用デジタル教

科書（教材），紙の教科書をスキャンした電子媒体を授業目的で公衆送信する場合 

 

○ なお，授業の過程における著作物一般の公衆送信による利用については，著作権法に

おいて「授業目的公衆送信補償金制度」（著作権法第 35 条）18が規定されている。「学習者

                                                   
 
16 DVD 等の記録媒体による供給やインターネットによるダウンロード配信，クラウド配信等。 
17 学校における学習者用デジタル教科書に掲載された著作物の利用については，著作権法の規律とは別途，発行者が著

作権者等と一定の取決めを行う場合も想定されるため，どのような使用方法が認められているかを確認し，認められた

範囲で使用する必要がある。 
18 著作権法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 30 号）により創設。学校の授業の過程における教材等の著作物の

公衆送信（インターネットを介した送信等）について，従来は権利者の個別許諾が必要であったところ，この制度に

よって，個別許諾を要することなく，様々な著作物を円滑に利用できることとなる。遠隔合同授業（従来から無許諾

無償で可能）を除く公衆送信を行う場合には，学校の設置者が指定管理団体（一般社団法人授業目的公衆送信補償金



  
 

7 

用デジタル教科書掲載補償金制度」が適用される公衆送信を除く，学校等の授業の過程

における著作物の公衆送信については，教育機関の設置者が文化庁長官の指定管理団

体に補償金を支払うことで，原則として，教育の現場において個別の許諾を要することなく，

授業の過程において必要な限度で，様々な著作物をより円滑に利用することができることと

なっている。なお，例えば，著作物の利用が授業の過程において必要な限度を超える場合

や著作権者の利益を不当に害することとなる場合（著作権法第 35 条第１項）など授業目的

公衆送信補償金制度が適用されない場合においては，個別に権利者の許諾を得る必要

がある。 

 

３．学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方について  
（１）新学習指導要領における ICT の活用の在り方 

○ 新学習指導要領においては，学習の基盤となる資質・能力として「情報活用能力」19が位

置付けられている。情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コンピュータや情

報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え，ICT を適切に活

用した学習活動を充実することが必要となっている。 

 

○ また，ICT を適切に活用した学習活動は，新学習指導要領が目指す「主体的・対話的で

深い学び」の視点からの授業改善にも資するものであり，各教科等においても指導内容に

応じて ICT を適切に活用することとされている。さらに，児童生徒が学習内容を確実に身に

付けることができるよう，個に応じた指導の充実を図る際に，ICT や教材・教具の活用を図

ることとされている。加えて，障害のある児童生徒等の指導に当たっては，ICT を有効に活

用し，指導の効果を高めるようにすることとされている。 

 

○ このような新学習指導要領の実施を見据えて，「2018 度以降の学校における ICT 環境の

整備方針」が示され，さらに現在，GIGA スクール構想により児童生徒１人１台端末環境等

の整備が進められている。 

 

（２）学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等の例 
○ このように，新学習指導要領において，児童生徒の学習の充実や学習上の支援のため

に ICT を適切に活用することが求められている中で，各学校・教育委員会や教師の創意工

夫により，学習者用デジタル教科書の特性・強み20を生かした学習方法の開発・改善等が

行われることが期待される。 

                                                   
 
等管理協会：サートラス）に一括して補償金を支払わなければならない。補償金額については，令和２年度は無償で

あったが，令和３年度から有償となる（具体的な金額はサートラスの定める授業目的公衆送信補償金規程

https://sartras.or.jp/ninka/を参照）。著作権法第 35 条の運用に当たっては、「改正著作権法第 35 条運用指針」

（https://forum.sartras.or.jp/info/005/）を参照。 
19 情報及び情報手段を主体的に選択し，活用していくための個人の基礎的資質。 
20 学習者用デジタル教科書の機能として、例えば、以下が挙げられる。 

・ピンチイン・ピンチアウトによる拡大・縮小表示機能 

・図やグラフや挿絵のポップアップ等 

・ペンやマーカー、付箋機能等による、フリーハンド又はキー操作による簡易な書き込み・消去 

・書き込んだ内容の保存・表示 
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○ 具体的には，（ア）学習者用コンピュータの使用，（イ）他の学習者用デジタル教材と組み

合わせた使用，（ウ）他の ICT 機器等と組み合わせた使用等により，以下のような学習方法

が可能となることが考えられる21。 

 
(ア)  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより可能となる学

習方法 

① 教科書の紙面を拡大して表示する（ポップアップやリフロー等を含む） 

② 教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを簡単に繰り返す 

③ 教科書の紙面に書き込んだ内容を保存・表示する            等 

 
（①～③に加え，特に特別な配慮を必要とする児童生徒等に対して効果的な学習方法） 

④ 教科書の紙面を機械音声で読み上げる 

⑤ 教科書の紙面の背景色・文字色を変更・反転する 

⑥ 教科書の漢字にルビを振る                          等 

 

(イ)  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用すること
22により可能となる学習方法 

① 音読・朗読の音声やネイティブ・スピーカー等が話す音声を教科書の本文に同期さ

せつつ使用する 

② 教科書の文章や図表等を抜き出して活用するツールを使用する 

③ 教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用する 

④ 教科書の紙面に関連付けてドリル・ワークシート等を使用する     等 

 
(ウ)  学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより可能

となる学習方法 

① 大型提示装置や教師用コンピュータに児童生徒の学習者用デジタル教科書の画面

を表示する 

② ネットワーク環境を利用して，児童生徒が行った書き込みの内容や関連して検索した

情報などを教師や児童生徒間，さらには学校・家庭間で共有する   等 
                                                   
 
・機械音声の読み上げや、読み上げ速度の調整、読み上げている箇所のハイライト表示 

・リフロー画面への切り替えによるレイアウトの変更 

・背景色・文字色の変更・反転、明るさ等の調整 

・文字のサイズ・フォント・行間の変更 

・ルビ振り 

・目次機能、ページ数の入力による指定ページへの移動、スワイプ等のデバイスを使った任意のページめくり方法の 

設定 
21 各学習方法のイメージについては，附属資料参照。ただし，これらの学習方法はあくまで例示であり，各学校における

ICT 環境の整備状況や児童生徒の状況等に応じ，個々の教師の創意工夫により様々な学習方法が考えられる。また，学

習者用デジタル教科書によって使用できる機能が異なることからも，必ずしも全ての学習方法が実施できるとは限ら

ない。 
22 学習者用コンピュータの画面上で，学習者用デジタル教科書と教科書の文章や図表等に関連するデジタル教材を使用

することにより，紙の教科書と学習者用デジタル教材とを行き来するよりも円滑にこれらを使用することを指す。 
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（３）学習者用デジタル教科書の活用方法の例23 
○ このように，学習者用デジタル教科書を使用することにより様々な学習方法が可能となる

ことが考えられるが，その使用に当たっては，学習の目的を明確にした上で，それを実現す

るための道具の一つとして学習者用デジタル教科書を活用することが重要である。 

 

○ そのため，紙の教科書はもとより，黒板や大型提示装置，ノートやワークシート，指導者用

デジタル教科書（教材），学習者用の紙やデジタルの教材を含む様々な補助教材を連携さ

せながら体系的に学校教育を行う中で，学習者用デジタル教科書をどのように効果的に組

み込んでいくか，という観点が重要となる。 

 

○ また，学習者用デジタル教科書を含め多様な ICT を児童生徒が適切かつ主体的，積極

的に活用できるようになるためには，学習指導要領総則に示されているように，学習の基盤

となる資質・能力である情報活用能力を育成し，ICT の基本的な操作を習得するための学

習活動を各教科等において行うことが不可欠である。 

 

○ 学習者用デジタル教科書について，既に例示したような学習方法により，例えば，以下に

示す学習場面において，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や，特別な

配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難の低減に資するような活用が先行事例とし

て試みられてきたほか，令和元年度より実施している文部科学省の実証研究事業におい

ても以下の学習場面において効果的な活用ができるとされている24。 

 

（個別学習の場面） 
○ 個々の児童生徒が作業を行う，問題に回答する等，児童生徒一人一人の能力や特性に

応じた学習の場面 

 

(ア) 試行錯誤する 

①  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，紙の教科

書では躊躇するような，教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを何度も繰り

返すことを通して，試行錯誤する。 
②  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，教科書の紙面から必要な文章や図表等を抜き出し，それらの関係性を書

きこむことを繰り返すことを通して，試行錯誤する。 
 

(イ) 写真やイラストを細部まで見る 

①  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，教科書の
                                                   
 
23 各教科等における具体的な活用例については，附属資料を参照すること。 
24 先行事例の時点では，学習者用デジタル教科書の制度化以前であるため，補助教材として学習者用デジタル教科書が

活用されていた。令和元年度文部科学省実証研究事業からは，学校教育法等の一部改正等により制度化された学習者用

デジタル教科書を活用している。 
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紙面を拡大して表示することで，教科書の写真資料，挿絵，地図，グラフなどの細か

な部分を拡大し，様々な角度から調べる。 
 

(ウ) 学習内容の習熟の程度に応じた学習を行う 

①  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，外国語のネイティブ・スピーカー等が話す音声を教科書の本文に同期さ

せつつ使用することで，個々の児童生徒の習熟度に合わせて速度の変更や特定箇

所の再生を繰り返し行う。 
②  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用することで，作

図や実験等を行う際に理解できない部分を，個別に動画などで繰り返し確認する。 
③  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，教科書の紙面に関連付けてドリル・ワークシート等を使用することで，個々

の児童生徒の習熟度に合わせて練習問題に取り組む。 
 

（グループ学習の場面） 
○ グループでの議論を行うなど，児童生徒同士が教え合い学び合う協働的な学習の場面 

 

(エ) 自分の考えを見せ合い，共有・協働する 

①  学習者用デジタル教科書への書き込み等により自分の考えを可視化し相手に示し

つつ説明する。また，他の児童生徒と意見交換しながら，学習者用デジタル教科書

にペンやマーカーで書き込むことを繰り返す。その際，書き込んだ内容を児童生徒

間で共有することで，他の児童生徒の意見を自分の意見と組み合わせたり，編集し

て活用したりする。 
 

（一斉学習の場面） 
○ 教師によるクラス全体に向けた指導など，一斉指導による学習の場面 

 

(オ) 前回授業や既習事項の振り返りを行う 

①  学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより，

前回授業や既習事項の振り返りの際に，児童生徒が書き込みを行った学習者用デ

ジタル教科書の画面を大型提示装置に表示し，クラス全体に提示することで，円滑

に授業の導入につなげる。 
 

(カ) 必要な情報のみを見せる 

①  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，学習者用

デジタル教科書の画面上で関係箇所だけを拡大して表示させ，教科書に記載され

ている解答に至る考え方を隠し，問題のみを見せる。 
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(キ) 自分の考えを発表する 

①  学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより，

児童生徒が書き込み等を行った学習者用デジタル教科書の画面を大型提示装置に

表示し，クラス全体に向けて発表させたり，複数の学習者用デジタル教科書の画面

を比較しながら議論させたりする。 
 

（特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難の低減） 
○ 特別な配慮を必要とする児童生徒等については，文字の拡大や音声読み上げ等の機能

により，教科書の内容へのアクセスが容易となり，効果的に学習を行うことができる場合に

は，教育課程の全部においても，紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用で

きることとなる。 

 

○ 学習者用デジタル教科書の活用を検討する際には，「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」の趣旨等25も踏まえ，特別な配慮を必要とする児童生徒等のニーズを適

切に把握し，対応に努めることが重要である。 

 

(ク) 教科書の内容へのアクセスを容易にする 

①  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，文字の拡

大，色やフォントの変更等により画面が見やすくなることで，一人一人の状況に応じ

て，教科書の内容を理解しやすくする。 
②  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，音声読み

上げ機能等を活用することで，教科書の内容を認識・理解しやすくする。 
③  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，漢字にル

ビを振ることで，漢字が読めないことによるつまずきを避け，児童生徒の学習意欲を

支える。 
④  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，教科書の

紙面をそのまま拡大させたり，ページ番号の入力等により目的のページを容易に表

示させたりすることで，教科書のどのページを見るか児童生徒が混乱しないようにす

る。 
⑤  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，文字の拡

大やページ送り，書き込み等を児童生徒が自ら容易に行う。 
 
 
 

                                                   
 
25「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」（平成 27 年文部科学省告示

第 180 号） 別紙１「不当な差別的取扱い，合理的配慮等の具体例」 

３ 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例 

（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 

○読み・書き等に困難のある児童生徒等のために，授業や試験でのタブレット端末等の ICT 機器使用を許可したり，

筆記に代えて口頭試問による学習評価を行ったりすること。 
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（その他） 
(ケ) 学習内容の理解を深めたり，興味関心を高めたりする 

①  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用することで，関

連する内容を含めて学習内容を深く理解させたり，児童生徒の興味関心を高めたり

する。 
 

(コ) 教師の教材準備や黒板への板書の時間を削減し，児童生徒に向き合う時間を増やす 

①  学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用する

ことにより，教師がワークシート等の教材の準備に要する負担を軽減し，より多くの時

間を児童生徒への指導の充実に費やす。 
②  学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより，

必要に応じて，黒板への板書の代わりに児童生徒が書き込みを行った学習者用デ

ジタル教科書の画面を大型提示装置に表示することで，より多くの時間を机間指導

等の児童生徒への指導の充実に費やす。 
③  学習者用デジタル教科書は，障害のある教師にとってもアクセシブルであるため，

他の学習者用デジタル教材や教科用特定図書等と組み合わせて使用することにより，

より多くの時間を児童生徒への指導や授業研究の充実に費やす。 
 

(サ) 児童生徒の学習の進捗・習熟の程度や学習の過程を把握する 

①  学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより，

児童生徒の学習者用デジタル教科書の画面を，教師用コンピュータで随時確認す

ることで，児童生徒の作業の進捗等を把握し，机間指導や発表の指名等を効果的に

行う。 
②  学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，児童生徒

の学習履歴を記録し，学習内容の習熟の程度を把握するとともに，児童生徒の書き

込み等から思考の過程を把握し，児童生徒自らの考えの構築や説明・発表をサポー

トする。また，児童生徒の習熟の程度に応じた学習や，学習の過程の評価にこれら

を活用する。 
 

４．学習者用デジタル教科書の使用に当たり留意すべき点について  
○ 学習者用デジタル教科書の使用に当たっては，以下のような点に留意することが必要で

ある。 
 

（１）学習者用デジタル教科書を使用した指導上の留意点 
①  紙の教科書を使用する授業と学習者用デジタル教科書を使用する授業を適切に

組み合わせることが重要であること。なお，前述の告示改正により，学習者用デジタ

ル教科書を各教科等の授業時数の制限なく使用できることとなっている。 

②  学習者用デジタル教科書を紙の教科書に代えて使用する授業においては，学習

者用デジタル教科書の故障や不具合等が生じる場合に備え，可能な限り予備用学
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習者用コンピュータを準備しておくとともに，常に紙の教科書を使用できるようにして

おくこと。 
③  学習者用デジタル教科書を紙の教科書に代えて使用する授業においては，児童

生徒一人一人が，それぞれ学習者用デジタル教科書を使用すること。全児童生徒

に一人一台の学習者用コンピュータが整備されていない場合には，クラス間におけ

る利用調整等を行い，当該授業において一人一台の学習者用コンピュータを用意

すること。 
④  学習者用デジタル教科書や学習者用デジタル教材を単に視聴させるだけではなく，

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に資するよう活用すること。また，

児童生徒が自分の考えを発表する際に，必要に応じて具体的なものなどを用いたり，

黒板に書いたりするなど，学習者用デジタル教科書の使用に固執しないこと。 
⑤  学習者用デジタル教科書の使用により，文字を手書きすることや実験・実習等の体

験的な学習活動が疎かになることは避けること。漢字や計算等に関する繰り返し学

習や学習内容をまとめる等で書くことが大事な場面では，ノートの使用を基本とする

こと26。 
⑥  児童生徒が授業と関係のない内容を閲覧して授業に集中しないことがないよう，例

えば，学習者用デジタル教科書を使わないときは学習者用コンピュータの画面を閉

じるなど，児童生徒が授業において適切に学習者用デジタル教科書を使用するよう

指導すること。 
⑦  学習者用デジタル教科書の活用状況について，各学校において教育課程の実施

状況を評価する中で適切に把握するなどして，学習者用デジタル教科書の効果的

な活用方法やその効果・影響を見極めつつ，必要に応じて学習者用デジタル教科

書の使用を見直すことも含め，指導方法や指導体制の改善に努めること。 
 

（２）学習者用デジタル教科書を使用する教職員の体制等の留意点 
①  学習者用デジタル教科書の導入に伴い，学習者用デジタル教科書を他の ICT とと

もに効果的に活用できるよう，教師の ICT 活用指導力の向上を図ること27。 
②  学習者用デジタル教科書の導入に当たっては，とりわけ，クラウド配信によるアカウ

ント等の初期設定作業，学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用する学習者

用デジタル教材や ICT 機器の導入等への対応などが必要となること。このような ICT

機器等に関する対応や授業支援など，ICT を活用した授業等を教師が円滑に行うた

                                                   
 
26 読み・書き等に困難のある児童生徒等については，ICT 機器の使用を許可するなど合理的配慮に留意すること。 
27 「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向

けて～」（平成 27 年 12 月 21 日中央教育審議会答申）において，「ICT を用いた指導法については，教員が授業のどの

場面でどのような教材を提示すれば児童生徒の関心意欲を引き出したり，理解を促したりしやすいかという観点や，児

童生徒が学習の道具や環境として適切に ICT を用いて学習を進めることを教員が促す観点を含めて，授業力の育成を

図る必要がある」とされている。また，「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き

出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～」（令和３年１月 26 日，中央教育審議会答申）において，「ICT 環境

の整備は，児童生徒に対してより良い教育的効果をもたらすものであり，ICT の活用を通じた質の高い学習活動を実施

するため，教師が地域の ICT 環境の整備状況等に応じて，それらを活用した指導力の向上に努めることは重要である」

とされている。 
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めの支援を行う ICT 支援員の適切な配置28などサポート体制の整備を行うこと。 

 

（３）児童生徒の健康に関する留意点  
①  「児童生徒の健康に留意して ICT を活用するためのガイドブック」（平成 26 年，文

部科学省）29において，ICT 機器の画面の見えにくさの原因やその改善方策，児童

生徒の姿勢に関する指導の充実など，教師や児童生徒が授業において ICT を円滑

に活用するための留意事項について，専門家の知見なども踏まえて掲載しているた

め，これを参考にすること。 
②  これに加え，学習者用デジタル教科書に関して，専門家から提示された以下の点

についても留意すること。 
・  学習者用デジタル教科書を使用する際には，姿勢に関する指導を適切に行

い，目と学習者用コンピュータの画面との距離を 30 cm 以上離すよう指導するこ

と30。 

・  授業において，児童生徒が長時間にわたって継続して学習者用コンピュータ

の画面を注視しないよう， 30 分に１回は，20 秒以上，画面から目を離して目を

休めるよう指導したり，学習者用コンピュータを見続ける一度の学習活動が長く

ならないようにしたりするなど，健康面にも配慮した授業展開とすること。 

・  学習者用コンピュータの画面の反射を抑えることや，画面への映り込みを防止

することも重要であるため，児童生徒に対し学習者用コンピュータの画面の角度

を調整するよう指導すること。 

・  心身への影響が生じないよう，日常観察や学校健診等を通して，学校医とも

連携の上，児童生徒の状況を確認するよう努めること31。必要に応じて，眼精疲

労32の有無やその程度など心身の状況について，児童生徒にアンケート調査を

行うことも考えられること。 

③  家庭における学習者用デジタル教科書の使用に当たっても，上記の目と学習者用

コンピュータの画面との距離や目を休めること等に留意するよう指導すること。また，

就寝１時間前からは ICT 機器の利用を控えることが適切であることなども指導するこ

と33。 

④  健康に関する意識を醸成するため，「健康面に留意する」という視点を，まずは教師

                                                   
 
28 ICT 支援員の配置数：約 2,500 人（令和２年３月時点）。ICT 支援員の配置を含めて学校の ICT 環境整備に必要な経費

については地方財政措置が講じられるとともに，各地方公共団体に対し，積極的な活用を促している。 
29 附属資料及び関連資料参照。 
30 例えば，視覚障害のある児童生徒については，顔を近付けないと文字が読めない場合があるなど，一人一人の障害等の

状態や学習ニーズによって適切な使用方法が異なることに留意が必要である。４．（４）参照。 
31 例えば，ICT 機器を使用した作業を長時間連続して続けることによるＶＤＴ（Visual Display Terminal）症候群の症

状として，目の症状（眼精疲労，視力低下，ドライアイなど），体の症状（肩のこり，首から肩，腕の痛み，頭痛など），

心の症状（イライラ感，不安感，抑うつ症状など）が専門家から指摘されている。 
32 一般には，目の疲れが寝ても治らなかったり，肩こり・頭痛等の症状が見られたりするが，児童生徒の年齢が低いほ

ど，このような症状を訴えられない場合が多い。このため，児童生徒のまばたきが増えたり，文字がぼやけて見づら

い様子が見られたりしないかどうか，教師が注意して観察することも必要である。なお，ICT 機器の強い光が苦手な

体質の人もいることを念頭に置いて，必要に応じた配慮をすること。 
33 睡眠前に強い光を浴びると，入眠作用があるホルモン「メラトニン」の分泌が阻害され寝つきが悪くなることが専門

家から指摘されている。 
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が理解し，授業等における指導によって児童生徒に伝えるとともに，保護者にも適切

に説明をすることによって，児童生徒がデジタル教科書を含む ICT 機器を使用する

に当たっての配慮を，学校と家庭が協働して行うこと。また，児童生徒が自らの健康

について自覚を持ち，例えば，目の疲労を感じたら目を休める，遠くを見る等の行為

がとれるように，リテラシーとして習得した上で学習に取り組めるよう指導すること。 

 
（４）特別な配慮を必要とする児童生徒等が使用する際の留意点 

①  特別な配慮を必要とする児童生徒等については，一人一人の障害等の状態や学

習ニーズによって，拡大や音声読み上げの機能等の必要性や使用方法に違いがあ

ることから，学習者用デジタル教科書及び学習者用コンピュータ等の機能等や使用

方法が児童生徒にとって適切なものか確認しつつ使用すること34。 

②  学習者用デジタル教科書のみによって，様々な特別な配慮を必要とする児童生徒

等の全ての学習ニーズを満たすことは難しい場合も想定されるため，引き続き，音声

教材や PDF 版拡大図書等の教科用特定図書等の活用も検討すること。 

③  学習者用デジタル教科書等の使用に当たっては，周囲の児童生徒への理解啓発

を図るなど，特別な配慮を必要とする児童生徒等が学習者用コンピュータ等を教室

で使用しやすい環境を整えるよう努めること。 

④  特別な配慮を必要とする児童生徒等については，その学習上の困難の程度を低

減させる必要がある場合には，教育課程の全部においても，紙の教科書に代えて学

習者用デジタル教科書を使用できることから，その学習上の効果や健康面の影響を

適切に把握するよう特に努めること。 

 

（５）学習者用デジタル教材についての留意点 
①  動画・アニメーションやドリル・ワークシート等の学習者用デジタル教材については，

学校教育法第 34 条第４項に規定する教材（補助教材）である。そのため，他の補助

教材と同様に，平成 27 年３月４日文科初第 1257 号「学校における補助教材の適切

な取扱いについて（通知）」35も踏まえた適正な取扱いが求められ、多種多様な教材

の中から各学校において児童生徒の実態等に応じ使用することが適当であること。

特に，学習者用デジタル教科書と他の学習者用デジタル教材が連携している場合

には，児童生徒が自由かつ容易にアクセス可能となることから，有益適切な教材であ

ることを学校・教育委員会等において事前に確認し，不適切に使用されないよう管理

を行うこと。 
 

（６）ICT 環境についての留意点 
①  学習者用デジタル教科書の特性・強みを十分に活用するためには，各学校におけ

る ICT 環境の充実が重要となることから，「2018 年度以降の学校における ICT 環境の

                                                   
 
34 例えば，色覚特性のある児童生徒については，学習者用コンピュータの機能として，画面をグレースケールや白黒反転

等で表示し，カラーユニバーサルデザインに対応することができる場合がある。 
35 附属資料参照。 
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整備方針」や GIGA スクール構想も踏まえ ICT 環境整備に取り組むこと36。その際，使

用する学習者用デジタル教科書の機能や，その使用に適した ICT 機器の性能，クラ

ウドを円滑に活用するために必要な ICT 環境等について確認すること37。 

②  現状においては，学習者用デジタル教科書を使用するために必要な学習者用コン

ピュータについて，基本的には学校所有の教具として整備されたものを用いることが

想定される38ことから，教材である学習者用デジタル教科書の費用についても設置者

が負担し，学校所有の教具として整備されたものを用いることが基本的には想定され

ること。 

③  学習者用デジタル教科書の使用に伴い，基本的にネットワーク環境を活用すること

が想定されることから，必要に応じて，学校や家庭におけるネットワーク環境の整備

状況が適切か確認すること39。また，宿題や予習・復習等の家庭学習などにおける学

習者用デジタル教科書の使用に当たっては，家庭におけるネットワーク環境が整備

されていない児童生徒に配慮すること。 

④  各教育委員会や学校において，インターネットへの接続管理やフィルタリング等に

よる児童生徒の発達段階を踏まえた有害情報等への対策や情報モラル教育を適切

に行うこと。 

⑤  教師や児童生徒が安心して学校において ICT を活用できるようにするため，外部

の者等による不正アクセスの防止等の情報セキュリティ対策を講じること。 
  

                                                   
 
36 公立学校における ICT 環境整備については，2018～2022 年度に単年度 1,805 億円の地方財政措置を講じることとされ

ている。また，私立学校については，ICT 教育設備の整備に必要な経費について，1/2 以内を私学助成により補助して

いる（令和２年度現在）。 
37 「2018 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針」では，例えば，学習者用コンピュータの機能の考え方について，

①学習用ソフトウェアが安定して動作する機能を有すること，②授業運営に支障がないように短時間で起動する機能

を有すること，③安定した高速接続が可能な無線 LAN が利用できる機能を有すること，④コンテンツの見やすさ，文字

の判別のしやすさを踏まえた画面サイズを有すること，等が示されている。 
38 例えば，特別な配慮を必要とする児童生徒等への対応や高等学校等を中心として，家庭用又は個人用のコンピュータ

を学校において活用する事例が出てきており，これを否定するものではない。 
39「2018 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針」では，①外部ネットワーク等への接続のための通信回線は，大容

量のデータのダウンロードや集中アクセスにおいても通信速度又はネットワークの通信量が確保されること，②校内

LAN（有線及び無線）は，学級で児童生徒全員が１人１台の学習者用コンピュータを使い調べ学習等のインターネット

検索をしても安定的に稼働する環境を確保すること，とされている。なお，GIGA スクール構想の実施に当たっては，

「2018 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針」に加えて，「GIGA スクール構想の実現標準仕様書」（令和元年 12

月 30 日）及び「GIGA スクール構想の実現標準仕様書（学校からのインターネット接続編）」（令和３年１月７日）を踏

まえ，①１人１台端末環境で支障なく ICT を活用した学習活動を行うことができる高速大容量の通信ネットワーク環

境を整備すること，②インターネット接続については，同時利用率を考慮して１台あたり２Mbps 程度の通信速度を確

保すること，③LTE 等の民間サービスの活用を予定する場合には，通信料が確保されていること，学校内のみならず学

校外とつなぐネットワークが高速大容量であること等が前提とされている。 
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終わりに  
○ 人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things（IoT），ロボティクス等の先端技術が高度

化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代が到来しつつあり，社会

の在り方そのものがこれまでとは「非連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある40。

このように急激に変化する時代の中で，全ての人が，豊かな人生を生き抜くために必要な

力を身に付け，活躍できるようにする上で，教育の力の果たす役割は大きい。激動の時代

を豊かに生き，未来を開拓する多様な人材を育成するためには，これまでと同様の教育を

続けていくだけでは通用しない大きな過渡期に差し掛かっている41。 

 

○ このような中，新学習指導要領においては，学習の基盤となる資質・能力として情報活用

能力が位置付けられた。また，各教科等の指導において，教師が蓄積した知見・経験に加

えて ICT を活用することにより，これまでの指導方法をより効果的に行うことや，これまで実

現できなかった指導方法を行うことが可能となり，児童生徒の学習の充実につながるような

実践が広がってきている。 

 

○ さらに，特別な配慮を必要とする児童生徒等にとって，ICT を活用することは，学習上の

困難を低減させる大きな可能性を有しており，合理的配慮の観点から真摯に取り組むこと

が重要である。 

 

○ 学習者用デジタル教科書は，このような教育の情報化の流れの中で，教科書に ICT の特

性・強みを生かすという観点から制度化が行われたものである。この新たな学びのツールを

効果的に活用するためには，教師の ICT 活用指導力の向上や ICT 環境整備に取り組む

必要があるとともに，学習の目的を実現するための手段である学習者用デジタル教科書の

使用自体が目的化することは避けなければならない。 

 

○ 本ガイドラインは，学習者用デジタル教科書が効果的に活用されるよう，学校・教育委員

会等の参考となる情報を届けるため，現時点における事例や知見等に基づいて，その活

用方法や留意点をまとめたものである。今後の学習者用デジタル教科書の普及に伴い，更

なる活用方法や留意点等が明らかになった場合には，それらを本ガイドラインに反映させ

ていくことが必要となる。 

 

○ 2020 年度から順次実施される新学習指導要領を踏まえ，各学校・教育委員会や個々の

教師が，それぞれ創意工夫を生かしつつ，学習者用デジタル教科書を日々の授業の中で

活用していく際に，本ガイドラインがその一助となることを期待する。 

                                                   
 
40 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な

学びの実現～」（令和３年１月 26 日，中央教育審議会答申） 
41 教育振興基本計画（平成 30 年６月 15 日，閣議決定） 
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１．学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等  

 

(ア)学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより可能となる学習方法 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

（①～③に加え，特に特別な配慮を必要とする児童生徒等に対して効果的な学習方法） 
 

 

 

 

 

 

 

(イ)学習者用デジタル教科書を他の学習者用デジタル教材と組み合わせて使用することにより可能とな

る学習方法 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ)学習者用デジタル教科書を他の ICT 機器等と組み合わせて使用することにより可能となる学習

方法 

  

①教科書の紙面を拡大

して表示する（ポッ

プアップやリフロー

等を含む） 

②教科書の紙面にペン

やマーカーで書き込

むことを簡単に繰り

返す 

③教科書の紙面に書き

込んだ内容を保存・

表示する 

④教科書の紙面を機械

音声で読み上げる 
⑤教科書の紙面の背景

色・文字色を変更・反

転する 

機器の画像など 

⑥教科書の漢字にルビ

を振る 

①音読・朗読の音声や

ネイティブ・スピー

カー等が話す音声を

教科書の本文に同期

させつつ使用する 

②教科書の文章や図表

等を抜き出して活用

するツールを使用す

る 

③教科書の紙面に関連

付けて動画・アニメ

ーション等を使用す

る 

④教科書の紙面に関連

付けてドリル・ワー

クシート等を使用す

る 

①大型提示装置や教師

のコンピュータに児

童生徒の学習者用デ

ジタル教科書の画面

を表示する 

②ネットワーク環境を利用して，

児童生徒が行った書き込みの

内容や関連して検索した情報

などを教師や児童生徒間，さら

には学校・家庭間で共有する 
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２．各教科等における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例  

 

（１）国語における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

Ⅰ．文章の構造と内容を把握する学習 

Ⅱ．言葉の響きやリズムに親しむ学習 

Ⅲ．表現を工夫して話したり，進め方を検討しながら話し合ったりする学習 

 

（２）社会における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

Ⅰ．教科書の挿絵や写真から調べて考える学習 

Ⅱ．実社会の実例や実際の人々の話を基に考える学習 

Ⅲ．資料を重ね合わせて考える学習 

 

（３）算数における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

Ⅰ．データの活用の学習 

Ⅱ．図形の学習 

Ⅲ．数と計算の学習 

 

（４）理科における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

Ⅰ．観察や実験の理解を深める学習 

Ⅱ．実験結果を予想する学習 

Ⅲ．実験器具の操作の習熟を図る学習 

 

（５）外国語における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

Ⅰ．英語を読む学習（音読） 

Ⅱ．文章を書く学習 

Ⅲ．英語を話す活動 

 

（６）特別な配慮を必要とする児童生徒等についての学習者用デジタル教科書・学習者用

デジタル教材の活用例 

Ⅰ．見ることに困難のある児童生徒等 

Ⅱ．体を動かすことに困難のある児童生徒等 

Ⅲ．文字を音に変換することなどへの困難のある児童生徒等 

 

※学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例として想定されるものを示したものであり，

学習者用デジタル教科書によって使用できる機能が異なることや，各学校における ICT 環境の整備状況

等が異なることから，必ずしも全ての活用例を実施できるとは限らないことに留意が必要である。 
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（１）国語における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．文章の構造と内容を把握する学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校国語） 

第３学年及び第４学年 

〔知識及び技能〕 

(1)カ 主語と述語との関係，修飾と被修飾との関係，指示する語句と接続する語句の役割，

段落の役割について理解すること。 

(2)ア 考えとそれを支える理由や事例，全体と中心など情報と情報との関係について理解

すること。 

〔思考力，判断力，表現力等〕 

Ｃ読むこと 

(1)ア 段落相互の関係に着目しながら，考えとそれを支える理由や事例との関係などにつ

いて，叙述を基に捉えること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを簡単に繰り返す（３．（２）（ア）②） 

教科書の文章や図表等を抜き出して活用するツールを使用する（３．（２）（イ）②） 

○ 説明的な文章において，段落相互の関係に着目しながら，考えとそれを支える

理由や事例との関係について捉える際に，学習者用デジタル教科書を使用して，

ペンやマーカーで書き込むことにより，「考え」と「理由や事例」をマーカーで

色分けしたり，文章の構成や段落相互の関係についてキーワードを書き込んだり

して試行錯誤する。 

 

○ また，教科書の文章や図表等を抜き出して活用するツールと学習者用デジタル

教科書とを組み合わせて使用し，段落の構成を確認したり，文章全体における段

落の役割をキーワード等で整理したりすることにより，自分が捉えた文章の構成

や内容を可視化して確認し，相手に説明する材料を作成する。その上で，グルー

プで互いに自分の考えを説明したり意見を述べたりする。 
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Ⅱ．言葉の響きやリズムに親しむ学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校国語） 

第５学年及び第６学年 

〔知識及び技能〕 

(3)ア 親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語調の文章を音読するなどして，言葉の響き

やリズムに親しむこと。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

音読・朗読の音声やネイティブ・スピーカー等が話す音声を教科書の本文に同期させつつ使

用する（３．（２）（イ）①） 

  

○ 古文や漢文などの文章を音読する際に，学習者用デジタル教科書と音読音声

（学習者用デジタル教材）を組み合わせて使用することにより，教科書の本文に

同期させつつ音声を再生し，言葉の響きやリズムに親しむことができるようにす

る。 
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Ⅲ．表現を工夫して話したり，進め方を検討しながら話し合ったりする学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校国語） 

第３学年及び第４学年 

〔知識及び技能〕 

(1)イ 相手を見て話したり聞いたりするとともに，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。 

〔思考力，判断力，表現力等〕 

Ａ話すこと・聞くこと 

(1)ウ 話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫するこ

と。 

オ 目的や進め方を確認し，司会などの役割を果たしながら話し合い，互いの意見の共通

点や相違点に着目して，考えをまとめること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用する（３．（２）（イ）③） 

  

○ スピーチの学習において，話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑揚や強弱，

間の取り方などを工夫して話す際のこつを知りたいときに，模範となるスピーチ

の実演を行う動画等（学習者用デジタル教材）を学習者用デジタル教科書と組み

合わせて使用し，動画等を視聴する観点を決めて優れたスピーチの実演を確認す

ることで，自分がスピーチをする際に工夫すべきポイントをつかむ。 

 
 
○ 話合いの学習において，目的や進め方を確認し，司会などの役割を果たしなが

ら話し合い，互いの意見の共通点や相違点に着目して，考えをまとめる際のこつ

を知りたいときに，模範となる話合いの実演を行う動画等（学習者用デジタル教

材）を学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用し，実際の話合いの様子を知

ることで，司会の進め方のポイントや，話合いで考えをまとめていくための具体

的な方法を学習する。 
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（２）社会における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．教科書の挿絵や写真から調べて考える学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校社会） 

第５学年 

 (3)ア(ｲ) 工業生産に関わる人々は，消費者の需要や社会の変化に対応し，優れた製品を生

産するよう様々な工夫や努力をして，工業生産を支えていることを理解すること。 

イ(ｲ) 製造の工程，工場相互の協力関係，優れた技術などに着目して，工業生産に関わ

る人々の工夫や努力を捉え，その働きを考え，表現すること。 

第６学年 

 (2)ア(ｱ) 狩猟・採集や農耕の生活，古墳，大和朝廷（大和政権）による統一の様子を手掛

かりに，むらからくにへと変化したことを理解すること。その際，神話・伝承を手

掛かりに，国の形成に関する考え方などに関心をもつこと。 

イ(ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して，我が国の歴史上

の主な事象を捉え，我が国の歴史の展開を考えるとともに，歴史を学ぶ意味を考え，

表現すること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面を拡大して表示する（３．（２）（ア）①）  

○ 製造の工程，工場相互の協力関係，優れた技術などに着目して，工業生産に関

わる人々の工夫や努力を捉え，その働きを考える際に，学習者用デジタル教科書

を学習者用コンピュータで使用することで，教科書にある写真や地図を拡大して

調べ，「何を作っているのか」，「どうやって作っているのか」，「そこにはど

んな人が関わっているのか」などと問いを設けて，工業生産に関わる人々の工夫

や努力と国民生活の向上とを関連付けて考えられるようにする。 

 

○ 狩猟・採集や農耕の生活をしていた頃の衣食住の様子，それらを支える仕事の

様子や種類に着目して，遺跡や遺物などを調べて，当時の生活や社会の様子を考

える際に，学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することで，

教科書にある当時の生活の様子や仕事の様子などが描かれた挿絵を拡大して，

様々な角度から調べることができる。細かなところを拡大することで，「どんな

家に住んでいるのか」，「どんな道具を使っているのか」など調べたことと，遺

跡や遺物などを調べたこととを関連付けて，例えば「狩猟・採集の生活をしてい

た頃と農耕の生活をしていた頃では生活や社会の様子にどんな違いがあるのだ

ろうか」などと問いを設けて，当時の人々の生活や社会の様子を考えられるよう

にする。 
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Ⅱ．実社会の実例や実際の人々の話を基に考える学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校社会） 

第４学年 

 (3)ア(ｱ) 地域の関係機関や人々は，自然災害に対し，様々な協力をして対処してきたこと

や，今後想定される災害に対し，様々な備えをしていることを理解すること。 

イ(ｱ) 過去に発生した地域の自然災害，関係機関の協力などに着目して，災害から人々

を守る活動を捉え，その働きを考え，表現すること。 

第５学年 

 (2)ア(ｲ) 食料生産に関わる人々は，生産性や品質を高めるよう努力したり輸送方法や販売

方法を工夫したりして，良質な食料を消費地に届けるなど，食料生産を支えている

ことを理解すること。 

イ(ｲ) 生産の工程，人々の協力関係，技術の向上，輸送，価格や費用などに着目して，

食料生産に関わる人々の工夫や努力を捉え，その働きを考え，表現すること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用する（３．（２）（イ）③） 

 

  

○ 過去に発生した地域の自然災害，関係機関の協力などに着目して，災害から

人々を守る活動を捉え，その働きを考える際に，教科書で紹介されている地域の

関係機関や人々の取組を説明する動画等（学習者用デジタル教材）を学習者用デ

ジタル教科書と組み合わせて使用することで，「県では，どのような取組をして

いるのだろうか」，「地域の自主防災隊は，どのような活動をしているのだろう

か」，「どんな工夫や努力で災害に対処しようとしてきたのか」などと問いを設

け，自然災害の種類や場所，時期，様々な機関が協力して被害を減らすようにし

ていることなどについて調べ，被害状況と人々を守る活動とを関連付けてその活

動の働きを考えられるようにする。 

 

○ 生産の工程，人々の協力関係，技術の向上，輸送，価格や費用などに着目して，

食糧生産に関わる人々の工夫や努力を捉え，その働きを考える際に，教科書で紹

介されている農業や水産物における食糧生産に携わる人々の話についての動画

等（学習者用デジタル教材）を学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用する

ことで，「どのような工程で生産されているのか」，「なぜこのような生産の工

程を取り入れているのか」，「どのように運ばれて消費者のもとに届くのか」な

どと問いを設け，食糧生産に関わる人々の工夫や努力とその土地の自然条件や需

要とを関連付けて考えられるようにする。 
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Ⅲ．資料を重ね合わせて考える学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校社会） 

第５学年 

 (3)ア(ｱ) 自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや，自然災害から国

土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めているこ

とを理解すること。 

イ(ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の自然災害の状

況を捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 

第６学年 

 (2)ア(ｱ) 狩猟・採集や農耕の生活，古墳，大和朝廷（大和政権）による統一の様子を手掛

かりに，むらからくにへと変化したことを理解すること。その際，神話・伝承を手

掛かりに，国の形成に関する考え方などに関心をもつこと。 

イ(ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して，我が国の歴史上

の主な事象を捉え，我が国の歴史の展開を考えるとともに，歴史を学ぶ意味を考え，

表現すること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

大型提示装置や教師のコンピュータに児童生徒の学習者用デジタル教科書の画面を表示す

る（３．（２）（ウ）①）  

○ 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の自然災害の

状況を捉え，自然条件との関連を考える際に，学習者用デジタル教科書の地図や

写真資料等に関連付けて，大型提示装置に学習者用デジタル教科書と地図ソフト

や災害の様子の写真などの資料を一緒に提示することで，「我が国で発生する自

然災害は，国土の地形とどのような関係があるのだろうか」，「自然災害による

被害をどのように減らす対策をとっているのだろう」などと問いを設けて，我が

国で発生する様々な自然災害と国土の自然条件とを関連付けて，自然災害が発生

する理由や国や県などの防災・減災に向けた対策や事業の役割について考えられ

るようにする。 

 

○ 古墳の大きさや高さ，広がりなどに着目して，身近な地域や国土に残る古墳に

ついて調べ，豪族や大和朝廷（大和政権）の力を想像して当時の社会の様子を考

える際に，学習者用デジタル教科書の写真資料等に関連付けて，大型提示装置に

学習者用デジタル教科書と地図ソフトや，地域の様子の写真などの資料を一緒に

提示することで，「なぜこんなに大きな古墳を作ることができたのか」，「日本

全国にどのように広がっていったのか」などと問いを設け，古墳の大きさと校区

の大きさを比べたり，古墳の分布と日本地図を重ねたりして調べ，大和朝廷がど

のように力を伸ばし国を治めたか考えられるようにする。 
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（３）算数における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．データの活用の学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校算数） 

第５学年 

Ｄデータの活用 

(1)ア(ｱ) 円グラフや帯グラフの特徴とそれらの用い方を理解すること。 

イ(ｱ) 目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，問題を

解決するために適切なグラフを選択して判断し，その結論について多面的に捉え考

察すること。 

(2)ア(ｱ)  平均の意味について理解すること。 

イ(ｱ) 概括的に捉えることに着目し，測定した結果を平均する方法について考察し，そ

れを学習や日常生活に生かすこと。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面を拡大して表示する（３．（２）（ア）①） 

教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを簡単に繰り返す（３．（２）（ア）②） 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ データ活用の学習において，円グラフや帯グラフをよむ技能を身に付けさせる

際に，学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用し，教科書のグラ

フを拡大して表示（ポップアップ）することで，グラフの目盛りを読みやすくす

る。 

 

○ 平均の意味を学習する際に，学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータ

で使用し，測定値のグラフに書き込みを繰り返し行い試行錯誤することで，値の

多いところから少ないところへ移動しならすという方法と平均の意味を関連さ

せて理解させる。 
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Ⅱ．図形の学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校算数） 

第３学年 

Ｂ図形 

(1)ア(ｳ) 円について，中心，半径，直径を知ること。また，円に関連して，球について

も直径などを知ること。 

第６学年 

Ｂ図形 

(3)ア(ｱ) 円の面積の計算による求め方について理解すること。 

イ(ｱ) 図形を構成する要素などに着目し，基本図形の面積の求め方を見いだすととも

に，その表現を振り返り，簡潔かつ的確な表現に高め，公式として導くこと 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連づけて動画・アニメーション等を使用する（３．（２）（イ）③） 

 

 

 

 

 

  

○ コンパスで円を作図する技能を習得する際に，作図方法を解説した動画等（学

習者用デジタル教材）を学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用し，理解で

きない部分を個別に繰り返し確認しながら作図することにより，児童一人一人が

コンパスの適切な使い方や円の作図方法を確実に習得する。 

 

○ 円の面積を学習する際に，円を中心から等分して並べ替え，平行四辺形に近い

形を作って円の面積を求める方法を理解するために，児童が紙の工作で等分を細

かくすることには一定の限界があるため，等分を細かくしていくアニメーション

等（学習者用デジタル教材）を学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用する

ことで，紙面で捉えにくい内容の理解を深める。 



11 

Ⅲ．数と計算の学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校算数） 

第２学年 

Ａ数と計算 

(3)ア(ｴ) 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にできること。 

第５学年 

Ａ数と計算 

(5)ア(ｱ) 異分母の分数の加法及び減法の計算ができること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連づけてドリル・ワークシート等を使用する（３．（２）（イ）④） 

 

 

 

  

○ 計算技能を習得する際に，補充問題や発展問題等（学習者用デジタル教材）を

学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用することで，個々の児童生徒が習熟

の程度に応じて自分に適した練習問題に取り組む。その際，学習者用デジタル教

材において自動採点を活用することで，教師の負担を軽減し，より多くの時間を

机間指導等に費やす。 

 

○ また，教師は，児童生徒の取組状況についてネットワーク環境を通して随時把

握し，適切に指導助言を行う。学習者用デジタル教材等において児童生徒の学習

履歴を記録することで，児童が自らの計算等技能の習得について振り返り，意欲

的に学習に取り組むとともに，教師は児童の習熟の程度を把握する。 
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（４）理科における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．観察や実験の理解を深める学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校理科） 

第６学年 

Ｂ生命・地球 

 (5)ア(ｱ) 月の輝いている側に太陽があること。また，月の形の見え方は，太陽と月との位

置関係によって変わること。 

イ(ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の自然災害の状

況を捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 

第３学年 

Ｂ生命・地球 

 (1)ア(ｲ) 昆虫の育ち方には一定の順序があること。また，成虫の体は頭，胸及び腹からで

きていること。 

(ｳ) 植物の育ち方には一定の順序があること。また，その体は根，茎及び葉からでき

ていること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用する（３．（２）（イ）③） 

 

  

○ 月の形の見え方について学習する際に，月の形の見え方と太陽との位置関係を

示すアニメーション等（学習者用デジタル教材）を学習者用デジタル教科書と組

み合わせて使用することで，紙面や実験で捉えにくい内容の理解を深める。自分

が行った観察結果や，実験の結果，観察ができない時間帯等について結び付けて

児童が考えることにより，根拠のある予想や仮説を発想したり，より妥当な考え

をつくりだしたりする力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。 

 

○ 昆虫や植物の成長過程について学習する際に，チョウが羽化する様子や種子か

ら発芽する様子等，観察することが難しい動画等（学習者用デジタル教材）を学

習者用デジタル教科書と組み合わせて使用することで，児童が自分で行った観察

と，観察ができなかった成長の変化を結び付けて考えることにより，昆虫や植物

の成長のきまりについての理解を図るとともに，生物を愛護する態度を育成す

る。 
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Ⅱ．実験結果を予想する学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校理科） 

第４学年 

Ａ物質・エネルギー 

 (2)ア(ｲ) 金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分が移動して

全体が温まること。 

イ(ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の自然災害の状

況を捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 

第３学年 

Ｂ生命・地球 

 (1)ア(ｲ) 昆虫の育ち方には一定の順序があること。また，成虫の体は頭，胸及び腹からで

きていること。 

(ｳ) 植物の育ち方には一定の順序があること。また，その体は根，茎及び葉からでき

ていること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

大型提示装置や教師のコンピュータに児童生徒の学習者用デジタル教科書の画面を表示す

る（３．（２）（ウ）①） 

 

  

○ 金属，水，空気を熱したときの熱の伝わり方について予想する際に，学習者

用デジタル教科書上にある図に，児童が熱の伝わり方の予想を矢印等で書き込

むことにより，考えの可視化を図るとともに，大型提示装置に児童の学習者用

デジタル教科書の画面を提示して発表したり，複数の児童の考えを提示し比較

しながら話し合ったりすることにより，根拠のある予想や仮説を発想する力を

育成する。 
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Ⅲ．実験器具の操作の習熟を図る学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（小学校理科） 

第５学年 

Ｂ生命・地球 

 (1)ア(ｴ) 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめしべのもとが実

になり，実の中に種子ができること。 

イ 植物の育ち方について追究する中で，植物の発芽，成長及び結実とそれらに関わる

条件についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現すること。 

第６学年 

Ｂ生命・地球 

 (1)ア(ｱ) 体内に酸素が取り入れられ，体外に二酸化炭素などが出されていること。 

イ 人や他の動物の体のつくりと働きについて追究する中で，体のつくりと呼吸，消化，

排出及び循環の働きについて，より妥当な考えをつくりだし，表現すること。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面に関連付けて動画・アニメーション等を使用する（３．（２）（イ）③） 

  

○ 顕微鏡や気体検知管などの実験器具の操作や扱う際の留意点，記録の取り方等

について学習する際に，実験機器の扱い方を解説する動画等（学習者用デジタル

教材）を学習者用デジタル教科書と組み合わせて使用することで，器具の操作が

不明確な点を個別に繰り返し確認したり，他の児童が器具を扱っている時間を動

画での確認に当てたりすることにより，児童一人一人が実験器具の適切な操作や

安全な扱い方等を確実に身に付ける。 
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（５）外国語における学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．英語を読む学習（音読） 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（中学校外国語） 

〔知識及び技能〕 

(1)ア 音声 

（ｲ) 語と都の連結による音の変化 

（ｳ）語や句，文における基本的な強勢 

（ｴ）文における基本的なイントネーション 

（ｵ）文における基本的な区切り 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

音読・朗読の音声やネイティブ・スピーカー等が話す音声を教科書の本文に同期させつつ使

用する（３．（２）（イ）①） 

 

  

〇 音読練習において，教師による発音練習の後に，学習者用デジタル教科書とネ

イティブ・スピーカー等が話す音声（学習者用デジタル教材）を組み合わせて使

用することにより，音声を聞きながら本文を黙読したり，少し遅れて音読（シャ

ドウイング）したりすることで，正確な音声に何回も触れる。また，個々の児童

が自分のペースで音声を止めたり，同じ箇所を繰り返し聞いたりすることによ

り，音のつながりなどに留意しながら練習する。 
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Ⅱ．文章を書く学習 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（中学校外国語） 

１ 目標 

 (5) 書くこと 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて正確に書くことができるように

する。 

（学習指導要領解説） 

「正確に書く」とは，小学校の外国語科において，大文字と小文字の正しい書き分

けや，符号の適切な使用など，「書くこと」に慣れ親しんできたことを踏まえ，文構造

や文法事項を正しく用いて正しい語順で文を構成することや，伝えたいことについて

の情報を正確に捉え，整理したり確認したりしながら書くことを示している。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

音読・朗読の音声やネイティブ・スピーカー等が話す音声を教科書の本文に同期させつつ使

用する（３．（２）（イ）①） 

 

 

 

  

〇 学校や家庭において，学習者用デジタル教科書とネイティブ・スピーカー等が

話す音声（学習者用デジタル教材）を組み合わせて使用することにより，教科書

本文の音声を1文ずつ止めながら書き取ることによって，「書く」という個人差の

大きな活動において，個々の生徒のペースにあわせて基本的な学習が行える。 

 

〇 このような学習を家庭において行うことにより，「書く」という比較的時間のか

かる活動を家庭でも行うことができ，学校の授業の補強的な役割を担うこができ

る。 
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Ⅲ．英語を話す活動 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○関連する新学習指導要領の内容（中学校外国語） 

１ 目標 

 (4) 話すこと［発表］ 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて即興で話すことができるように

する。 

（学習指導要領解説） 

「学習した語句や表現などに意味のある文脈の中で繰り返し触れることができる

ようにしながら，様々な話題についてその場で英語を話すことに慣れていくことが大

切である。さらに，メモやキーワードを頼りにしながらであっても即興で発表すれば，

多少の誤りやたどたどしさがあるのは当然であるという認識の下に，生徒が主体的に

英語でコミュニケーションを図ろうとする態度を養う必要がある。 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面を拡大して表示する（３．（２）（ア）①） 

 

 

  

〇 教科書本文に付随した挿絵を順番に画面に流しながら，本文を言うリテリング

活動を行う。本文を見ずに，絵をヒントにしながら英語を言うことになるので，

話すことの基礎的な練習となる。 

 

〇 学校の授業において，十分な音読活動を行った後，教科書本文に関連した挿絵

を見ながら，本文を見ずに英語を話す活動を行うリテリングの練習を行う，その

後，家庭において同様の挿絵の映像を見ながら授業と同様の活動を復習として行

う。 
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（６）特別な配慮を必要とする児童生徒等についての学習者用デジタル教科書・学習者用

デジタル教材の活用例 

 

Ⅰ．見ることに困難のある児童生徒等 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面を拡大して表示する（３．（２）（ア）①） 

教科書の紙面の背景色・文字色を変更・反転する（３．（２）（ア）⑤） 

 

 

 

 

 

  

○ 視知覚に課題のある児童生徒は，拡大教科書を利用することが可能であるが，

図表の文字サイズは本文ほど大きくないことから，ルーペ等の視覚補助具を併用

しなければならない場合もあり，操作等に時間がかかるという課題があった。学

習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することで，紙面を各児童

生徒の必要な大きさになるまで連続的に拡大することが可能であるため，本文の

みならず，図表にも自由にアクセスできるようになる。 

 

〇 教科書の紙面には，欄外に配置してある説明，公式の下に配置されている設問

など，レイアウトそのものにも意義がある。そのため，学習者用デジタル教科書

を学習者用コンピュータで使用することで，検定教科書のレイアウトを保持した

まま紙面を拡大することで，授業の中で，教員から出される「脚注を見て！」等

の指示があった際にも，迅速に対応が可能となる。また，児童生徒がどこを読ん

でいるかなど，教師が学習状況を把握しやすくなる。 

 

〇 国語科や社会科などで長い本文を読む場合には，学習者用デジタル教科書を学

習者用コンピュータで使用することで，リフロー機能で途切れることなく本文を

読み進めることや，フォント，文字サイズ，配色，行間隔，文字間隔，自由に変

更できることで，予習・復習や授業中に全員で朗読をするような学習にも参加す

ることが可能となる。 

 

〇 障害のある児童生徒の中には，紙面がまぶしかったり，不快に感じたりするこ

とがある。そのため，白黒反転や紙の色を変更できる配色変更機能はよく利用さ

れている。 



19 

Ⅱ．体を動かすことに困難のある児童生徒等 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを簡単に繰り返す（３．（２）（ア）②） 

 

 

  

○ 視覚障害や肢体不自由のある児童生徒は，紙媒体の教科書に書き込みをした

り，マーカーを引いたりすることが困難な場合がある。視覚障害のある児童生

徒にとっては，書き込んだり，マークをする場所を見つけることが困難だった

り，自分に見える大きさやコントラストで書き込みやマークをすると，本文の

文字が見えなくなってしまうという課題がある。また，肢体不自由のある児童

生徒の場合，ペンで文字を書いたり，線を引いたりするという操作が困難であ

るという課題がある。学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用

することで，紙面を拡大してから文字を書き込んだり，マークをしたりするこ

とが可能となり，また，書き込んだ文字等を修正することも可能となる。 
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Ⅲ．文字を音に変換することなどへの困難のある児童生徒等 

 

＜授業における具体的な活用例＞ 

 

○学習者用デジタル教科書・学習者用デジタル教材の主な学習方法等 

教科書の紙面を機械音声で読み上げる（３．（２）（ア）④） 

ページジャンプ機能やブックマーク学習方法等 

 

  

○ 障害のある児童生徒の中には，紙媒体の文字へのアクセスが困難なケースが

少なくない。学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用すること

で，紙面を機械音声で読み上げることが可能になれば，文字情報へのアクセス

が容易になると考えられる。また，眼球運動の制御が難しい場合には，読んで

いる場所をわかりやすくするためのハイライト機能が効果的だと報告されてい

る。さらに，肢体不自由で上肢障害がある場合には，読み上げの際，ページ送

りが自動的に行われる機能も有効である。 

 

〇 ディスレクシア等が理由で漢字等を読むことが困難だった児童生徒にとっ

て，紙面を機械音声で読み上げる機能は学習上，重要な役割を果たしている。 

 

○ 従来のCD等を使う方法の場合，自分では操作することが困難な場合があっ

た。簡単な操作で紙面を機械音声で読み上げることが可能になれば，教師等の

援助を受けることなく，自分で操作でき，学習に集中できるため効果的だと報

告されている。 

 

○ 障害のある児童生徒の中には，紙媒体の教科書で指定されたページを開くこ

とに困難がある者がいる。そのような場合，指定したページにジャンプすると

いう機能が一斉学習では特に有用だという報告がある。 

 

〇 障害のある児童生徒の中には，複数のページを行き来することは困難がある

者がいる。そのような場合，指定したページをブックマークし，簡単に行き来

することができる機能は，効率的に学習を進める上で有用だという報告があ

る。 

 

〇 障害のある児童生徒の中には，教科書を整理したり，必要な教科書を探した

りすることに困難を感じる者がいる。学習者用コンピュータの中で学習者用デ

ジタル教科書を見やすく，かつ，わかりやすく整理できる機能があれば，迅速

に当該教科書を探すことが出来るようになる。 
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３．「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック」の中で特に留意すべき点  
 

１． 留意事項の考え方 

・ 一人一台の情報端末、電子黒板※１、無線 LAN、クラウド・コンピューティング技術、デジタ

ル教材等を活用する教育を実施する上での留意事項について、文部科学省が平成 23～25

年度に実施した「学びのイノベーション事業」における実証校を対象とした調査等を元に専

門家の知見なども踏まえて掲載。 

２.具体的な改善方策 

2-1 教室の明るさ  

カーテンによる窓からの映り込みの防止や照明環境の工夫等により目の疲労を軽減する。 

2-2 電子黒板※１   

遮光カーテンの使用等による画面への映り込みの防止や画面上の文字の大きさ・色などの

見やすさに配慮する。 

2-3 タブレットＰＣ  

画面の角度を調整することにより、画面への映り込みを防止する。 

児童生徒の姿勢等について、机やいすの高さや適切な姿勢に配慮する。 

３．Ｑ＆Ａ 

・ 現場で出やすい質問とそれに対する回答を Q＆A 形式で掲載。 

→ 学校での利用時間程度であれば、健康面への影響は生じないと考えられるが、ICT 機

器を長時間連続して利用すると目に疲れが生じる恐れがあるため、目を休ませることが必

要なこと、データ入力などの集中的な作業については連続作業時間が１時間を超えない

ようにすること、一定の明るさを確保することが疲労防止に有効であることなど。 

４．学習環境の充実を図るための留意点 

・ 今後、ICT 機器を導入したり教室の環境を整備したりする場合の留意点を紹介。 

５．専門家からのコメント※２ 

・ 視力、ドライアイ、色のバリアフリー、睡眠前の ICT 機器の利用やブルーライト等に関する専

門家のコメントを掲載。 

→ 児童生徒は年齢が上がるにつれて近視の子供が増えていく。ICT 機器の利用によっても

視力への影響が考えられる。 

→ タブレット PC や電子黒板を集中して見続けるとドライアイになりやすくなるため、配慮が必

要。 

→ 色のバリアフリーや色覚異常に関する情報提供。 

→ 画面の明るさから、寝つきが悪くなる可能性があるため、夜更かしを防止する意味でも、

睡眠前の強い光を発する ICT 機器の利用は控える。 

６．チェックリスト 

・ 具体的な改善方策のチェックリストを提示。 

７．参考情報 

・ 学校環境衛生基準や「学校保健」ポータルサイト（公益社団法人 日本学校保健会）等の

参考となる情報をまとめて提示。 

※１ 本ガイドブックが公表された当時の表記のまま。なお、「2018 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針」に

おいては、「大型提示装置」としている。 

※２ 健康面の留意事項に関する最新の見解は、本ガイドライン P14 を参照。  
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４．「学校における補助教材の適切な取扱いについて(通知)」(平成 27 年３月４日文科初第 1257 号)(抜粋）  
 
 

2．補助教材の内容及び取扱いに関する留意事項について 

（１）学校における補助教材の使用の検討に当たっては，その内容及び取扱いに関し，特に以

下の点に十分留意すること。 

   ・  教育基本法，学校教育法，学習指導要領等の趣旨に従っていること。 

   ・  その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること。 

   ・  多様な見方や考え方のできる事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，特定の事

柄を強調し過ぎたり，一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど，特定の見方

や考え方に偏った取扱いとならないこと。 

 

（2）補助教材の購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は，その負担が過重なもの

とならないよう留意すること。 

 

（3）教育委員会は，所管の学校における補助教材の使用について，あらかじめ，教育委員会に

届け出させ，又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとされており（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第 33 条第 2 項），この規定を適確に履行するととも

に，必要に応じて補助教材の内容を確認するなど，各学校において補助教材が不適切に使

用されないよう管理を行うこと。 

   ただし，上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 33 条第 2 項の趣旨は，補

助教材の使用を全て事前の届出や承認にかからしめようとするものではなく，教育委員会に

おいて関与すべきものと判断したものについて，適切な措置をとるべきことを示したものであり，

各学校における有益適切な補助教材の効果的使用を抑制することとならないよう，留意する

こと。 

   なお，教育委員会が届出，承認にかからしめていない補助教材についても，所管の学校に

おいて不適切に使用されている事実を確認した場合には，当該教育委員会は適切な措置を

とること。 
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５．学習者用デジタル教科書関係法令 
 

 

○学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 

第三十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省
が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 

② 前項に規定する教科用図書（以下この条において「教科用図書」という。）の内容を
文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）である教材がある場合には、同項
の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図る
ため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材
を使用することができる。 

③ 前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める
事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用
いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計
算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習
上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定める
ところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使
用することができる。 

④ 教科用図書及び第二項に規定する教材以外の教材で、有益適切なものは、これを使
用することができる。 

⑤ （略） 

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から
第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中
「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四
十六条」と読み替えるものとする。  

第四十九条の八 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十七条まで及び第 
四十二条から第四十四条までの規定は、義務教育学校に準用する。この場合において、
第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条の三」と、第三十一条中「前条第一
項」とあるのは「第四十九条の三」と読み替えるものとする。 

第六十二条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項
まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用す
る。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三
十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。 

第七十条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項ま
で及び第十九項、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項
及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及
び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合にお
いて、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第
一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。  

② （略） 

第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条（第四十九条及び第六十二条において
読み替えて準用する場合を含む。）、第三十二条、第三十四条（第四十九条及び第六十二
条において準用する場合を含む。）、第三十六条、第三十七条（第二十八条、第四十九条
及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第四十二条から第四十四条まで、第
四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規
定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。  
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附 則 

第九条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級にお
いては、当分の間、第三十四条第一項（第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第
七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、文
部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教
科用図書を使用することができる。 

② 第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により使用する教科用図書につ
いて準用する。 

 
○学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号） 

第五十六条の五 学校教育法第三十四条第二項に規定する教材（以下この条において「教
科用図書代替教材」という。）は、同条第一項に規定する教科用図書（以下この条にお
いて「教科用図書」という。）の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部（電
磁的記録に記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。）をそのまま記録した
電磁的記録である教材とする。 

２ 学校教育法第三十四条第二項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学
大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。 

３ 学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおり
とする。 

一 視覚障害、発達障害その他の障害 

二 日本語に通じないこと 

三 前二号に掲げる事由に準ずるもの 

４ 学校教育法第三十四条第三項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学
大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十
八条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」と
あるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条の二まで及び第五十六条の四の規定
中「第五十条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「第五十一条（中学校連携型小学
校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校
にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）」とあるのは
「第七十三条（併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、小学
校連携型中学校にあつては第七十四条の三、連携型中学校にあつては第七十六条、第
七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二にお
いて準用する第七十九条の五第二項）」と、「第五十二条」とあるのは「第七十四条」
と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と、第五十六条の
三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは
「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校
の中学部」と読み替えるものとする。 

第七十九条の八 第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条
の五から第七十一条まで（第六十九条を除く。）及び第七十八条の規定は、義務教育学
校に準用する。 

２ （略） 

第八十九条 （略） 

２ 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三
十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する
教材について準用する。 

第百四条 第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十四条、第五十
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六条の五から第七十一条まで（第六十九条を除く。）及び第七十八条の二の規定は、高
等学校に準用する。 

２・３ （略） 

第百十三条 第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十四条、第五
十六条の五から第七十一条まで（第六十九条を除く。）、第七十八条の二、第八十二条、
第九十一条、第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。この場合
において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替える
ものとする。 

２・３ （略） 

第百三十一条 （略） 

２ （略） 

３ 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三
十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する
教材について準用する。 

第百三十五条 （略） 

２ 第五十六条の五から第五十八条まで、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支
援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。 

３～５ （略） 

第百三十九条 （略） 

２ 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三
十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する
教材について準用する。 

 
○学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件（平成 30 年文部

科学省告示第 237 号） ※令和３年文部科学省告示第 55 号による改正を反映したもの 

第一条 学校教育法第三十四条第二項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、
第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この条において同
じ。）に基づき、同法第三十四条第一項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二
条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に規定する教科用
図書（以下この条及び次条において「教科用図書」という。）に代えて同法第三十四条
第二項に規定する教材（以下「教科用図書代替教材」という。）を使用するに当たって
は、次の各号に掲げる基準を満たすように行わなければならない。 

一 教科用図書を使用する授業と教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する
授業を適切に組み合わせた教育課程を編成すること。 

二 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業は次に掲げる基準を満た
すものであること。 

イ 児童又は生徒が一人につき一冊の当該教科用図書を使用することができるよう
にしておくこと。 

ロ 児童又は生徒が一人につき一台の電子計算機において当該教科用図書代替教材
を用いること。 

ハ 採光及び照明を適切に行うことその他児童又は生徒の健康を保護する観点から
の適切な配慮がなされていること。 

ニ 電子計算機その他の機器の故障により学習に支障を生じないよう適切な配慮が
なされていること。 

三 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する授業を行う場合は、児童又は
生徒の学習及び健康の状況の把握に特に意を用いること。 



26 

四 教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用した指導方法の効果を把握し、当
該指導方法の改善に努めること。 

第二条 学校教育法第三十四条第三項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、
第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に基づき、教科用図書
に代えて教科用図書代替教材を使用するに当たっては、前条各号（教育課程の全部に
おいて教科用図書に代えて教科用図書代替教材を使用する場合にあっては、第一号を
除く。）に掲げる基準を満たすように行うとともに、教科用図書に代えて教科用図書代
替教材を使用した指導において、児童又は生徒の学習上の困難の程度を低減させる観
点から、当該児童又は生徒に係る学校教育法施行規則第五十六条の五第三項各号に掲
げる事由に応じた適切な配慮を行わなければならない。 

第三条 前二条の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四
条第二項又は第三項の規定により学校教育法施行規則第八十九条第一項、第百三十一
条第二項又は第百三十九条第一項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材につ
いて準用する。 

 
○文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律（昭和 24 年法律第 149 号） 

（文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用） 

第十七条 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法（昭和二十二年法
律第二十六号）第三十四条第二項（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第
七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）に規定する教材その他の
教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するもの
に準用する。 

 

○文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令（昭和 24 年政令第 271 号） 

（法を準用する著作物の種類） 

第四条 法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著
作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十四条第二項（同法第四十九条、
第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合
を含む。）に規定する教材 

二 学習指導要領 

三 指導書、手引書の類 

四 掛図、図集、型紙の類 

 

○著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

（教科用図書等への掲載） 

第三十三条  公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、
教科用図書（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十四条第一項（同法第四
十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用す
る場合を含む。）に規定する教科用図書をいう。以下同じ。）に掲載することができる。 

２ 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知する
とともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情
を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。 

３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その
他の適切な方法により公表するものとする。 

４ （略） 
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（教科用図書代替教材への掲載等） 

第三十三条の二  教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められ
る限度において、教科用図書代替教材（学校教育法第三十四条第二項又は第三項（これ
らの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十
二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により教科用図
書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下
この項及び次項において同じ。）に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つ
ていずれの方法によるかを問わず利用することができる。 

２ 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しよ
うとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、
同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項
に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算
出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 

３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その
他の適切な方法により公表するものとする。 

（教科用拡大図書等の作成のための複製等） 

第三十三条の三 （略） 

２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製するもの
を除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限
る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。）を作成しようとする者は、あ
らかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的とし
て当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補
償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作
物の著作権者に支払わなければならない。 

３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その
他の適切な方法により公表するものとする。 

４ （略） 

（学校その他の教育機関における複製等） 

第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）に
おいて教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供す
ることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作
物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
以下この条において同じ。）を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるも
のを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用
途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の
利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当
な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 

３ 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程
において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物
を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定
により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が
行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行う
ときには、適用しない。 

 

 



関 連 資 料 

（ICT の活用に関連する報告書・事例集等） 

１．ICT 活用について ·················································································· １ 

２．情報モラルについて ············································································· ４ 

３．著作権について ······················································································ ５ 

４．発達障害のある子供たちのためのＩＣＴ活用について ··········· ６ 
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８．ICT 環境整備について ······································································ 10 

９．教育情報セキュリティについて ······················································ 13 

１０．教育の情報化に関する手引 ··························································· 14 

１１．各教科等の指導における ICT の効果的な活用 ···················· 15 



○ 先導的な教育体制構築事業報告書（平成２８年度）

【ページ例】

１．ICT活用について

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1386466.htm

【目次】
第１部 新たな学び実現のための取組

第１章 教育の情報化による新たな学
びの実現

第２章 本事業における新たな学びを
取り巻く状況

第３章 新たな学びの実践
第４章 学校と家庭との連携
第５章 学校間や地域との連携
第６章 支援体制
第７章 教育効果
第８章 デジタル教材の開発・活用

第２部 新たな学びの実践事例

１



○ 学びのイノベーション事業実証研究報告書（平成２５年度）

【ページ例】

【目次例】（実証研究報告書より）

第１章 教育の情報化と新たな学び
の創造

第２章 小学校、中学校における取
組

第３章 特別支援学校における取組
第４章 ICTを活用した指導方法の

開発
第５章 学習用デジタル教科書・教

材の開発
第６章 ICTを活用した教育の効果
第７章 ICT活用の留意事項
第８章 今後の推進方策

参照URL： http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/030/toushin/1346504.htm ２

１．ICT活用について



○ 教育ICT活用事例集（平成２３年度）（小・中・高等学校、特別支援）
○ 教育ICT活用事例集（平成２４年度）（小・中・高等学校、特別支援）

【ページ例】

参照URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1407916.htm ３

１．ICT活用について

【目次例】（平成24年度版より）

・「国内のICT教育活用好事例の収
集・普及・促進に関する調査研究
事業」「教育のICT活用実践事例
集」について

・実践事例の特徴・傾向分析

・ICT教育活用事例映像集 紹介

・教育ICT活用実践事例 凡例

・地方公共団体（教育委員会等）の
事例



○情報化社会の新たな問題を考えるための教材～安全なインターネットの使い
方を考える～指導の手引き（平成２８年２月）

○情報モラル実践事例集 ２０１５（平成２７年６月）（教育委員会、学校、
地域向け資料）

【指導の手引き】
平成30年度一部改訂版、令和元年度追加版 作成

２．情報モラルについて

参照URL：
（情報モラル実践事例集）
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08/13
/1408132_00_0_full.pdf
（情報化社会の新たな問題を考えるための教材）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1368445.htm

４

【目次例】（指導の手引きより）

１．児童生徒を取り巻くICTの現状

２．情報モラル教育の必要性

３．教材と情報モラル指導モデルカキュ
ラムや教科等との関連
情報モラル指導モデルカリキュラム

４．情報モラル教育の進め方

５．情報モラル指導モデル教材

６．教材の概要/シナリオ・スライド

７．保護者への啓発

８．レファレンス

関連図書・関連サイト

９．作成委員



○ 学校における教育活動と著作権

※令和３年４月中に更新予定。

【ページ例】

【内容例】
・教員や児童・生徒が授業の教材として使うた

めに他人の作品をコピーし配布する場合や
メール送信等インターネット送信をする場合

・「主会場」で行われている授業で教材として
使われた他人の作品等を遠隔地にある「副会
場」に向け、同時中継する場合

・学習者用デジタル教科書に掲載された他人の
作品についてその教科書を学校現場における
使用に伴ってインターネット送信する等の方
法により利用する場合

・試験又は検定のため、他人の作品を使って入
学試験問題を作成し配布する場合又は当該試
験問題をインターネットなどで送信する場合

・発表用資料やレポートの中で他人の作品を
「引用」して利用する場合

・学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を
上演・演奏・上演・口述（朗読等）する場合

３．著作権について

参照URL： http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf ５



○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（特別支援学級編）
○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（通級指導教室編）
○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（通常の学級編）

【ページ例】

【目次例】（特別支援学級編より）

第１章 はじめに～発達障害とICT
について～

第２章 教員が抱える悩みを解決し
よう～特別支援学級におけ
るICT活用事例～

第３章 教員がICTを効率的に学ぶ
ために～ICTの効率的な研
修方法について～

４．発達障害のある子供たちのための
ICT活用について

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm ６



○ これが欲しかった！ICT機器の「次の」活用方法
（学習上の支援機器等教材活用促進事業（平成30年度版））

【ページ例】

５．障害のある児童生徒の学習上の支援機器等
教材について

参照URL：http://kyozai.nise.go.jp/?page_id=154 ７

【内容】
１．特別支援教育における「適切な教材」の提

供

２．学習上の支援機器等教材活用研究開発支援
事業

＜東京大学先端科学技術研究センター＞

タッチ＆リード／OAK Cam

＜シナノケンシ株式会社＞

いーリーダー ほか

３．指導方法充実事業

４．普及促進事業～支援機器等教材を探そう～



○ 校内研修リーダー養成のための研修手引き（平成２６年度）

【ページ例】

６．教師のICT活用指導力について

参照URL： http://jouhouka.mext.go.jp/school/ict_substantiation/pdf/wg3tebiki.pdf

【目次】
はじめに～本研修の手引きについて～
Ⅰ章 モデルカリキュラムの活用に当たって

１節 モデルカリキュラムの内容と特色
２節 地域の実状に応じた研修カリキュラム

の作成
３節 外部との連携による効果的な研修カリ

キュラムの実施
Ⅱ章 研修カリキュラムの効果的な実施のため

に
１節 研修期間による「校内研修リーダー」

養成研修の企画・実施にあたって
２節 「校内研修リーダー」が効果的な校内

研修を実施できるようにするために
おわりに

８



○ 児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック

【ページ例】

７．健康への留意について

参照URL：
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08
/14/1408183_5.pdf ９

【目次】
１．留意事項の考え方

２．具体的な改善方策

２.１ 教室の明るさ

２.２ 電子黒板

２.３ タブレットPC

３．Ｑ＆Ａ

４．学習環境の充実を図るための留意点

５．専門家からのコメント

６．チェックリスト

７．参考情報



○ 地方自治体のためのICT環境整備推進の手引き（平成３０年度）
○ 地方自治体のための学校のICT環境整備推進の手引き（平成２９年度）
○ 地方自治体のための学校のICT環境整備推進の手引き（平成２８年度）
○ 地方自治体の教育の情報化推進事例（平成２７年度）

【ページ例】

【目次例】（平成３０年度より）

序章 教育の情報化とは
第１章 教育の情報化推進のプロセ

スと進め方
第２章 学校ICT環境の整備と運用

（実践編）
第３章 地方自治体のICT環境整備取

組事例
付録

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1402867.htm 10

８．ICT環境整備について



○ 平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針について（平成２９年度）
○ GIGAスクール構想の実現 標準仕様書（令和元年度）
○ GIGAスクール構想の実現 標準仕様書 学校からのインターネット接続編（令

和２年度）

【概要】

【目次例】（標準仕様書より）
はじめに
１．学習者用コンピュータの標準仕様書
（１）学習者用コンピュータの標準仕様書について
（２）学習者用コンピュータ等機器賃貸借標準仕様書例
（３）「学習用ツール」について
（４） LTE 通信でのネットワーク整備について
２．校内 LAN 整備の標準仕様書
（１）校内 LAN 整備の標準仕様書について
（２）校内 LAN 整備 調達 仕様書の作成方法
（３）校内 LAN 構築業務標準仕様書例
（４）校内 LAN 構成例
（５）その他の標準仕様書

①クラウド環境等構築業務標準仕様書例
②充電保管庫標準仕様書例

参照URL：
（整備方針）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1399902.htm
（標準仕様書）https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_jogai02-000003278_407.pdf
（標準仕様書 学校からのインターネット接続編）https://www.mext.go.jp/content/20210119-mxt_jogai02-
000011648_001.pdf 11

８．ICT環境整備について



○ 教育クラウド調達ガイドブック（本編、参考編） （令和２年３月）

【ページ例】

【目次例】（本編より）

はじめに
教育分野におけるクラウド活用とは
本書の使い方
第１章 教育クラウド調達に向けて
第２章 授業・学習系システムにおけ

るクラウド活用
第３章 校務系システムにおけるクラ

ウド活用

参照URL：
（本編） https://www.soumu.go.jp/main_content/000700786.pdf
（参考編） https://www.soumu.go.jp/main_content/000700963.pdf

８．ICT環境整備について

12



○ 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
（令和元年１２月）

【ページ例】

９．教育情報セキュリティについて

参照URL：
https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_jogai02-000003278_409.pdf

13

【目次】
第１章 本ガイドラインの目的

第２章 本ガイドライン制定の経緯・背景

第３章 地方公共団体における教育情報セ
キュリティの考え方

第４章 教育情報セキュリティポリシーの
構成と学校を対象とした「対策基
準」の必要性

第５章 教育現場におけるクラウドの活用
について

『参考資料』



○ 教育の情報化に関する手引（追補版）（令和２年６月）

【概要】

10．教育の情報化に関する手引

参照URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 14

【目次】
第１章 社会的背景の変化と教育の情報化

第２章 情報活用能力の育成

第３章 プログラミング教育の推進

第４章 教科等の指導におけるＩＣＴの活用

第５章 校務の情報化の推進

第６章 教師に求められるＩＣＴ活用指導力等
の向上

第７章 学校におけるＩＣＴ環境整備

第８章 学校及びその設置者等における教育の
情報化に関する推進体制



○ 各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料（令和２年９月）

11．各教科等の指導におけるICTの効果的な活用

15

【目次】

・概要

（各教科等の指導における1人1台端末の活用）

・国語
・社会、地理歴史、公民
・算数、数学
・理科
・音楽、図画工作、美術、工芸、書道
・体育、保健体育
・家庭、技術・家庭
・外国語
・情報
・特別の教科 道徳
・生活科、総合的な学習(探究)の時間
・特別活動
・特別支援教育

参照URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00915.html

【ページ例】


